
３・11キャンドルナイト開催のお知らせ

問い合わせ先　利根町ネットワーカー協議会　西村　☎０８０－３１２８－８９８７

主催者からのひとこと
　３・11 キャンドルナイトは、
東日本大震災を教訓に家族や
地域の絆を再確認し、次世代へ
紡いでいくことを目的として
います。復興への思いを大き
な輪として広げ、穏やかな暮
らしの願いを込めるとともに、
震災を風化させないためにも、
お子さまとご一緒に参加して
ください。

利根町ネットワーカー協議会
会長　西村　重之　氏

日時　３月 11 日（水）午後５時～７時

※雨天・荒天の場合は中止

場所　役場正面玄関前　イベントホール
主催　利根町ネットワーカー協議会
後援　和と輪の会、ＮＰＯ法人あさひ、利根混声合唱団、

読み聞かせボランティア（おはなしポケット）、混声
合唱団ザ・ラークス、チャレンジいばらき県民運動、利根町

　東日本大震災から９年目を迎える日に、犠牲となられた方々への哀悼の意を捧げるとともに、１日も早い復興を祈
願するため『３・11 キャンドルナイト』を例年通り開催します。約 2,300 個のキャンドルに灯をともし、利根混声
合唱団、混声合唱団ザ ･ ラークスによる合唱および子どもたちへ災害の状況を伝える目的で【紙芝居＝おはなしポケッ
ト】を行います。会場には、ＮＰＯ法人あさひのご厚意により、体が温まる【甘酒】も準備されています。皆さまの
ご来場をお待ちしています。

利根町観光協会
イメージキャラクター「とねりん」

あなたのキャンドルも
一緒に並べてみませんか？

　キャンドルは、当協議会でご用意いたしますので、
お好きな瓶をお持ちください。

●持ってきて頂くもの
キャンドルに使用する瓶（口径５㎝程・高さ 10㎝程）

１.NPO 法人あさひの方々による甘
酒の配布。身体の芯からあったまる
おいしい甘酒です。２. おはなしポ
ケットの方々による紙芝居も行わ
れます。３. 利根町混声合唱団およ
び混声合唱団ザ・ラークスによる合
唱も披露されます。（写真：去年より）

避難行動要支援者名簿登録制度のご案内

問い合わせ先　役場福祉課　社会福祉係
☎６８－２２１１　（内線１２２）

　町では、災害時に自力で避難することが困難な方を対象に、ご
本人などの申請により避難行動要支援者名簿を作成し、支援活動
が円滑に行えるように関係機関（民生委員・消防署・警察署・社
会福祉協議会・自治会などの行政区）と情報を共有しています。
　いざという時のためにもぜひ登録しましょう。

登録対象者
（１）65 歳以上の一人暮らし高齢者の方
（２）介護保険の認定（要介護３～５）を受けている方
（３）身体障害者手帳 ( １級、２級 ) を持っている方
（４）療育手帳を持っている方
（５）精神保健福祉手帳を持っている方
（６）その他、支援を必要とする方

　避難行動要支援者登録名簿申請書を役場福祉課または、
各地区の民生委員を通じて申請してください。

【登録方法】

　避難行動要支援者名簿には、次にあげる内容を登録します。
●氏名、●住所、●生年月日、●性別、
●電話番号、●緊急連絡先、●身体の状況、
●避難を支援してくださる方（避難支援者）の情報など

【登録内容】

【登録者の抹消】
　避難行動要支援者への登録者が、次のいずれかに該当す
る場合は、避難行動要支援者登録名簿抹消申請書を、役場
福祉課に提出してください。
●登録者が死亡したとき
●登録者が町外に転出したとき
●登録者が削除を希望したとき
※ご不明な点につきましては下記までお問い合わせください。

自 主 防 災 組 織 と 町 に よ る
防 災 訓 練 を 実 施 し ま し た。

防　災

ぼうさい掲示板
～Vol. ５～

　町内８地区の自主防災組織（1,088 人：地区防災士 17 名・小学生 13 人・中学生６人含む。）の皆さまにご参加いただきました。
小中学生が参加された地区もありましたが、地域には高齢者が多く、昼間は若い働き手がいない中、地域にいる小中学生の力
は大きな力となります。自主防災組織の皆さまには、訓練にご参加いただきありがとうございました。町では、今後も地域防
災力向上に向けた取り組みを行ってまいります。
　近年、大規模な自然災害が各地で発生している状況下、自分の命は自分で守る「自助」、地域で守る「共助」がとても重要で
あり、日ごろからご家庭やご近所で、災害の備えや避難行動などについて話し合っていただくことも必要です。

　昨年、11 月 10 日（日）に町内８地区の自主防災組織と
町による防災訓練を実施しました。
　当日は、午前９時に首都直下地震が発生し、町で震度６
弱を観測したとの想定で、自主防災組織では、避難所への
避難訓練、炊き出し訓練など、地域の実情に合った訓練を
行うとともに、自主防災組織で想定した被害情報を、町災
害対策本部に報告していただきました。

　町では、町災害対策本部を設置し、自主防災組織から報告された断水や道路陥没などの被害
情報をもとに、本部長（佐々木町長）の指揮のもと被害対策を講じ、避難所開設、給水活動、
避難物資の輸送訓練や消防団・町職員による道路等の巡回を行いました。
　また、消防団および消防署により火災予防運動の一環として、広報活動（消防車両によるパ
レード）も実施しました。

問い合わせ先
役場総務課　消防交通係
☎６８－２２１１（内線３１６）

令和 2年 2月（No.671）17 令和 2年 2月（No.671） 16


